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育児・介護休業法改正で
医療機関も対応が必要に
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6項目を改正
より使いやすい制度に
2021年６月、「育児休業、介護
休業等育児または家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律および
雇用保険法の一部を改正する法律」
（改正育児・介護休業法）が成立、
公布されました。改正の趣旨とし
て「出産・育児等による労働者の
離職を防ぎ、希望に応じて男女と
もに仕事と育児等を両立できるよ
うにするため、子の出生直後の時
期における柔軟な育児休業の枠組
みの創設、育児休業を取得しやす
い雇用環境整備および労働者に対
する個別の周知・意向確認の措置
の義務づけ、育児休業給付に関す
る所要の規定の整備等の措置を講
ずる」とされています。
具体的な改正内容は、①男性の

育児休業取得促進のための子の出
生直後の時期における柔軟な育児
休業の枠組み「産後パパ育休」の創
設、②育児休業を取得しやすい雇
用環境整備および妊娠・出産の申
し出をした労働者に対する個別の
周知・意向確認の措置の義務づけ、
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2021年6月に改正された育児・介護休業法。22年4月1日から一部が施行され、さらに10月からは「産後
パパ育休」など新たな仕組みが始まります。事業所としての医療機関も当然、その対象となります。これ
から何をすべきか、改正法を紐解き、対応を考えてみましょう。
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③育児休業の分割取得、④育児休
業の取得の状況の公表の義務づけ、
⑤有期雇用労働者の育児・介護休
業取得要件の緩和、⑥育児休業給
付に関する所要の規定の整備──
です。

産後パパ育休創設
4週まで可能に
このうち、②と⑤は22年４月１
日に施行されています。①、③、
⑥については22年10月１日、④
は23年４月１日の施行です。いず
れにしても、今から準備を進める
必要があるでしょう。
今回の改正では、現行の育休制

度をより使いやすく改良したほか、
男性の育児休業取得促進のための
出生時育児休業（産後パパ育休）を
創設しました（図表１）。産後パパ
育休は、一般の育休とは別に取得
できる制度で、子の出生後８週間
以内に４週間まで取得できます。
また、現行の育休制度について、
原則として分割取得ができません
でしたが、10月以降は、２回まで
分割して取得できるようになりま
す。そのほか、育休開始日の柔軟

化や、特別な事情がある場合等に
１歳以降の再取得が可能になるな
ど、改正により「使いやすい」制度
となっています。

1000人以上の事業所
取得状況公表義務
②については、「妊娠・出産（本

人または配偶者）の申し出をした
労働者に対する個別の周知・意向
確認の措置」「育児休業を取得しや
すい雇用環境の整備」が義務づけ
られています。前者の周知事項は、
▽育児休業・産後パパ育休に関す
る制度、▽育児休業・産後パパ育
休の申し出先、▽育児休業給付に
関すること、▽労働者が育児休業・
産後パパ育休期間について負担す
べき社会保険料の取り扱い──が
示されています。意向確認等につ
いては、▽面談、▽書面交付、▽
FAX、▽電子メール等──のいず
れかの方法で実施しなければなり
ません。
環境整備では、▽育児休業・産
後パパ育休に関する研修の実施、
▽育児休業・産後パパ育休に関す
る相談体制の整備（相談窓口設置
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等）、▽自社の労働者の育児休業・
産後パパ育休取得事例の収集・提
供、▽自社の労働者へ育児休業・
産後パパ育休制度と育児休業取得
促進に関する方針の周知──のい
ずれかを実施する必要があります。
また、常時雇用労働者が1000人
を超える事業主は、育児休業等の
取得の状況を年１回公表すること
が義務づけられます。診療所や中
小病院ではまず該当しないでしょ
うが、規模の大きな病院では該当
する場合もあるでしょう。

今から準備を進めておこう
制度施行に向けては、就業規則

の見直しや労使協定の締結など準
備しておかなければならないこと
があります。施行は段階的ですか
ら、それに合わせて今から準備を
始めることが大切です（図表２）。
その際、両立支援等助成金などの
仕組みの利用が可能です。特に中
小病院や診療所では、「中小企業
のための育児・介護支援プラン導
入支援事業」の活用を検討しても

いいでしょう。
育児・介護休業など、子育てや
介護のしやすさは求職者が重視す
る要素であり、人材の確保に大い
に役立つはずです。確かにコストは
かかりますが、補助金等をできる
だけ活用すれば最小限に抑えられ
ます。上手に制度構築を図ること
で子育てに「優しい職場」とアピー
ルできます。
費用対効果としても、優秀な人
材が定着してくれれば悪いもので
はないのではないでしょうか。

図表2　改正法施行に向けての準備とスケジュール

図表1　改正前後の育休制度の概要

R4年4月 R4年10月 R5年4月
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